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算定基礎届 

          ―健康保険・厚生年金保険― 

 

   本年７月１日現在被保険者が対象です（６月１日以降に資格取得した人を除く） 

   ４月、５月、６月の報酬を基礎として、保険料の改定を行う算定基礎届は９月分の 

   給与から変わります。なお、７月以降基本給等のアップがあった場合は随時改定が行われる 

   場合がありますので、ご連絡をお願いします 

 

    労働保険年度更新 

     

当事務所では事務組合加入の事業所は６月１２日労働局に申請します 

   未加入の事業所は７月１０日が期限です 

   事務組合加入事業所の保険料は特例で保険料の金額にかかわらず３回払となります 

 

     労働保険上乗せする補償保険 

 

   万一の事故の場合、被災者の収入減により家族への生活に大きな影響を及ぼします。 

   労災事故の１日の休業補償は８０％しか補償されません。政府管掌保険に連動した上 

   乗せ保険は休業補償２０％の保障と障害補償、遺族補償等を上乗せした保険です。 

   わずかな費用で事業主も従業員も安心です 

建設業の場合加入により経営事項審査に 15点が加点されます 

 

外国人労働者 
       ―特定技能改正予定－ 

 

   特定技能１号（通算５年）を終了し、特定技能２号で在留資格を継続した場合、特定 

   ２号は期間が無制限になります。一定の条件と家族帯同が許可され、永住許可も得られ 

ます。建設・製造・船舶工業の３業種から１１業種が指定されます 

   在留資格の申請取次・登録支援は当事務所で手続き致します。ご利用ください。 
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